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北区さわやか
なんでも相談所のご案内

　生活上の色々な悩みや、相談ごとに対して相談
員が面談・電話により相談をお受けしています。
　秘密厳守ですので、遠慮なくご利用ください。
●会場／豊栄さわやか老人福祉センター
●相談及び予約／☎025-386-0745
【一般相談】
月・金曜日／9：30～12：00（週2回、午前）

【司法書士相談】 ※前日までに要予約
偶数月：第2火曜／13：45～15：45（2枠）
奇数月：第2・第4火曜／13：45～15：45

（各日2枠）
【ひきこもり相談】 ※前日までに要予約
令和6年9月26日㈭10：00～11：45（2枠）

善意のご寄附ありがとう
ございました!!

匿名2件 …………………100,030円
北区内の地域福祉活動等に大切に使わ
せていただきます。
令和6年3月～令和6年5月（敬称略）

故人の遺志を
地域福祉へつなげませんか

　皆様からの寄附金は、社会福祉協議会の事業
を推進する上で、大きな支えとなっております。金
額の多少を問わず、随時受付しております。
　「故人の遺志を地域福祉のために役立てたい」
と、香典返しにかえて、その一部を寄附されるご遺
族の方もいらっしゃいます。詳細につきましては、お
問い合わせください。

　７月１日（月）より、自治・町内会を通じて新潟市社会
福祉協議会の会員会費の納入のお願いをさせてい
ただきます。
　また９月１日（日）からは、北区内の企業・団体様へ
賛助会員会費のご協力をお願いいたします。
　あくまでも自主的な会員制度ではありますが、ぜ
ひご賛同のうえご協力をお願いいたします。

会員加入と会費ご協力のお願い
　私たち社会福祉協議会は、地域住民が主
体となって組織された民間の社会福祉団体
で、市民だれもが住みよく明るい地域となるよ
う推進をしています。
　活動の趣旨をご理解いただき、地域福祉の
向上にご協力いただける会員を募集していま
す。

“会員”ってどういうこと？

　自治・町内会で行っている活動で、回覧などで住民全体に呼びかけて
行う多世代交流行事（おおむね２０名以上が参加するもの）
例 : 町内清掃活動、自治会納涼祭、子どもお楽しみ会、町内防災訓練

このような地域での活動・行事に
助成金が活用できます！
助成額や申請条件など、詳しくはお問い合わせください。

地域ふれあい一斉清掃
（葛塚地区・新鼻本村自治会）

子どもたちと遊ぼう！新緑夏祭り
 （南浜地区・新緑自治会）　

地域の集会所や公民館などを利用して、子
どもや高齢者、障がい者等だれもが気軽に
集まり交流する活動（地域の茶の間、子育て
サロン、子育てサークル、こども食堂など）

地域で行う住民同士のゆるやかな見守り活動

自治・町内会またはコミュニティ
協議会での緊急情報キットの配布

濁川地区・濁川1丁目自治会コスモスの会

松浜地区・新元島町自治会

配布例

　会員会費は、社会福祉協議会が進める地域
福祉活動やボランティア活動に充てられています。 
　身近なところでは、このような事業に使われています。

“会員会費”は
どのように使われているの？

「令和５年度事業報告・決算」、「令和６
年度事業計画・予算」については、「北
区社会福祉協議会ホームページ」に
掲載しておりますので、ご覧ください。

見守り・生活支援
事業

ボランティア・市民活動
事業

おせち料理宅配事業（１２月３０日） 

区民向け公開講座
（秋のキッズワークショップ） ボランティアカフェ（毎月１回開催）

長浦・岡方地区ボランティア
きっかけづくり講座（コーヒーの入れ方講座）

団体（一口）

2,000円

企業（一口）

5,000円

福祉施設・福祉団体

2,000円

一世帯

500円

賛助
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新潟市社会福祉協議会の運営費の一部は、
新潟市からの補助金交付を受けています。

「これから活動を始めてみたい！」
というご相談もお待ちしています!!

会費納入のお願い
　今年度も、皆様より社会福祉協議会の会員となっていただき、会費を通じて福祉のまちづくりにご参加、ご協力を賜りますようお願いいたします。　なお、会費をもとにして、地区社会福祉協議会の活動支援、ボランティアの育成、住民による見守り・生活支援等の福祉活動の支援、地域の茶の間普及事業等を実施していきます。

　ご協力をお願いいたします。
※この会員登録票名簿は会費を納入いただいた方を　把握する際にのみ使用するものであり、他の目的へ　の利用及び第三者に提供することはありません。

社会福祉法　　人新潟市社会福祉協議会新潟市北区社会福祉協議会

領収書兼会員証会　　費
自治・町内会名
氏　　名

500円

確かに領収いたしました。本票は会員証を兼ねておりますのではがして保存願います。社会福祉法人新潟市社会福祉協議会会長 印新潟市北区社会福祉協議会会長 印新潟市北区東栄町 1 - 1 - 1 4  北 区 役 所 1 階※ご面倒でも上記に自治・町内会名、氏名をご記入ください。

新 潟 市 北 区社会福祉協議会


